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仕 様 書

１．委託業務の対象及び委託場所

名 称：みかもクリーンセンター運転に伴う生活環境影響補足調査業務委託

場 所：佐野市町谷町外

期 間：契約締結日 より 令和 ５年 ３月１５日まで

２．業務の目的

みかもクリーンセンターの運営において、施設が稼動することによる周辺環

境に及ぼす影響についての調査を行う。

３．委託内容

①一般大気調査 － １式

②水質調査 － １式

③土壌調査 － １式

４．業務上の留意事項

本調査で実施場所が町会、区または公の施設となる場合があるが、使用許可申

請等必要な業務については、受託者が各施設の管理者または責任者と協議し対

応すること。なお、実施にあたり電力使用料金等の経費が発生する場合は、受

託者が負担すること。

５．関係法令等の遵守

受託者は、業務の遂行にあたり、関係法令等を十分に理解し、業務内容を熟知

し遺漏のないよう努めること。

６．協議及び議事録

受託者は、業務の遂行にあたり、監督職員と密接に連絡をとり、適宜、必要な

協議を行うものとする。

また、受託者は、協議結果について、その都度議事録を作成し監督職員に提出

することとする。

７．秘密の保持

受託者は、業務の遂行において、知り得た事項を第三者に漏らしてはならな

い。
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８．主任技術者

受託者は、業務を遂行するため、専門的知識を有し、充分な経験を有する技術

者を主任技術者として定めなければならない。

なお、主任技術者は、業務全般の技術的な管理を行うものとする。

９．資料の収集

業務の遂行上必要な資料の収集は、原則として受託者が行うものとし、本市

が保有する調査資料や文献等で業務に必要なものは、要望により貸与するもの

とする。なお、受託者は資料等貸与を受ける場合は、委託者が指定する手続き

を行うものとし、貸与した資料は業務完了時までに返却するものとする。

１０．成果品

本業務の成果品は、次のとおりとする。

①一般大気質調査報告書 － ２部

②水質調査報告書 － ２部

③土壌調査報告書 － ２部

※成果品の電子データについても提出のこと。

１１．疑義

本業務の実施にあたり、疑義が生じたときは、委託者と受託者の協議によ

り、解決するものとする。

１２．現地調査

施設周辺の環境を把握するため、次にあげる各項目について現地調査を行

う。

①一般大気質調査（測定地点：佐野市４地点、栃木市岩舟町２地点）図－１
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②水質調査（測定地点：三杉川 佐野市１地点、栃木市岩舟町１地点）図－２
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③土壌調査（測定地点：佐野市４地点、栃木市岩舟町２地点）図－３
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※項目ごとの詳細な調査地点は別途指示する。

※測定方法は、告示等に基づく適切な方法で行うこと。

１３．調査結果の整理・報告

現地調査の結果について、項目ごとに基準値、規制値等と比較できるよう整

理し報告できるようにすること。

また、基準値、規制値等を超えたものや、異常な数値を検出したものについ

ては、監督職員に速報として報告するとともに、その発生した要因等を分析、

考察し委託者に報告できるようにすること。
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①：かたくりの里(町谷町)

②：関川公民館(関川町)

③：ハーブ園(黒袴町)

④：黒袴公民館（黒袴町）

⑤：みかも山公園(栃木市岩舟町下津原)

⑥：新里公民館(栃木市岩舟町新里)

図-1 一般大気調査地点図
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①：三杉川(上流)

②：三杉川(下流)

図-2 水質調査地点図
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①：かたくりの里(町谷町)

②：関川公民館(関川町)

③：ハーブ園(黒袴町)

④：旧黒袴公民館跡地(黒袴町)

⑤：みかも山公園(栃木市岩舟町下津原)

⑥：新里公民館(栃木市岩舟町新里)

図-3 土壌調査地点図
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